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様式第1号(第5条関係)       

会 議 概 要 

会 議 の 名 称  令和５年度第２回しょうぶ会館運営委員会 

開 催 年 月 日  令和５年７月２６日（水） 

開 始 ・ 終 了 時 刻  午前１０時３０分 から 午後０時１０分 

開 催 場 所  しょうぶ会館 小ホール 

議 長 氏 名  水島輝彦 

出 席 委 員 ( 者 ) 氏 名 
 水島輝彦、古澤京子、樋口しげ子、石井 宏、木村 栄、内田健二、

三浦 駿、山崎 豊、今村望太郎、水島浩之 

欠 席 委 員 ( 者 ) 氏 名  水島芳子、矢嶋正俊 

説 明 者 の 職 氏 名 

 菖蒲総合支所 支所長 関口昭一 

 しょうぶ会館 館長 小沢俊明 

 しょうぶ会館 担当主査 大八木正浩 

 しょうぶ会館 担当主査 青木幸弘 

 しょうぶ会館 主任 菊池秀美 

 しょうぶ会館 主任 加藤一郎 

総務部 参事兼人権推進課長 須田 諭 

 教育部 参事兼生涯学習課長 小森谷修 

 教育部生涯学習課 課長補佐兼係長 菊地俊一 

 教育部生涯学習課 主任 杉本留美子  

事 務 局 職 員 職 氏 名 

しょうぶ会館 館長 小沢俊明 

 しょうぶ会館 担当主査 大八木正浩 

 しょうぶ会館 担当主査 青木幸弘 

 しょうぶ会館 主任 菊池秀美 

 しょうぶ会館 主任 加藤一郎 

会 議 次 第 

 〇第２回しょうぶ会館運営委員会 

 １ 開会 

 ２ あいさつ 

 ３ 議題 

（１） 令和４年度事業報告について 

（２） 令和５年度こどもまつりについて（案） 

（３） 今後の事業について 

 ４ その他 

 ５ 閉会  

配 布 資 料 

 ・次第 

 ・令和４年度事業報告について 

・令和４年度月別利用者一覧表 

・令和５年度こどもまつりについて（案） 

・こどもまつりポスター資料１ 

・こどもまつりポスター資料２ 

・今後の事業について 

 ・その他 

会 議 の 公 開 又 は 非 公 開  公 開 

傍 聴 人 数  ０ 人 
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様式第２号（第５条関係） 

 

審 議 会 等 会 議 録 

発 言 者 ・ 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

司会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司会 

 

 

 

水島会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司会 

 

関口支所長 

皆様、おはようございます。 

只今より、令和５年度第２回しょうぶ会館運営委員会を開会いたします。 

本日は、水島会長をはじめ、運営委員の皆様には、ご多忙の中ご出席いただ

きまして誠にありがとうございます。 

本日進行を進め務めさせていただきます、しょうぶ会館館長小沢でございま

す。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

本日の委員の皆様につきましては、過半数の出席となっております。しょう

ぶ会館運営委員会規則６条第２項に基づきまして開会できることをご報告申し

上げます。 

なお、水島芳子委員、矢嶋委員がご欠席という連絡をいただいております。 

次に、会議録の公開及び傍聴についてでございますが、本日の会議の内容に

つきましては会議録を公開しておりますので、録音させていただくことをあら

かじめご了承ください。 

また、審議会等の会議の公開に関する条例に基づきまして、会議は原則公開

としており、会議の傍聴を認めております。本日、現在のところ、傍聴者はお

りません。 

次に会議録の署名ですが、今回の会議録にご署名をいただく委員につきまし

ては、木村委員と石井委員にお願いしたいと思います。 

会議録が完成ししだいご確認いただきまして、ご署名をお願いしたいと思い

ます。 

 

続きまして、本日の資料のご確認をいたします。お手元の資料をご覧くださ

い。 

まず、事前配布資料として本日の次第Ａ４、１枚、次に、議題（１）令和４

年度事業報告について、Ａ３、６枚と令和４年度 月別利用者一覧表Ａ４、１

枚、次に、議題（２）令和５年度こどもまつりについて（案）、Ａ４、１枚、

こどもまつりポスター資料１・２、Ａ４、２枚、でございます。次に、議題

（３）今後の事業について、ポピー種まきについて（案）Ａ４、１枚、ハロ

ウィン事業について（案）Ａ４、１枚、しょうぶ会館運営委員会視察研修につ

いて（案）、しょうぶ会館運営委員会開催予定と主な内容についてＡ４、１枚

でございます。次に、４その他、令和５年度しょうぶポピーまつりの報告につ

いてＡ４、１枚でございます。 

以上になりますが、不足はございませんでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

 

それでは、次第の２挨拶でございます。 

はじめに、しょうぶ会館運営委員会会長水島会長よりご挨拶をお願いしたい

と思います。 

 

おはようございます。連日気温が３７度、富山の方では３９度、菖蒲ではそ

れほどではないですが越谷が暑いようです。５分おきに水を飲みなさい、１０

分おきに水を飲みなさい、水を飲んでいるだけで仕事が終わってしまいます

ね。温暖化が進んだのか異常気象なのかは分かりませんが、非常に大変な時期

に差し掛かっていると思います。職員の皆様も８月になったら少し休暇を取っ

て、暑さに負けないようにしてもらいたいと思います。 

今日は令和４年度の事業報告や、８月９日に行われるこどもまつりについ

て、それから今後の予定についてなどの会議が行われる訳でございますが、皆

様方からのご意見を拝聴しながら会議を進めてまいりたいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

続きまして、菖蒲総合支所、関口支所長よりご挨拶を申し上げます。 

皆さん改めまして、おはようございます。 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司会 

 

 

 

 

 

 

水島会長 

 

 

大八木担当主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水島会長 

 

 

 

大八木担当主査 

 

 

 

水島会長 

 

大八木担当主査 

 

 

水島会長 

本日はご多用の中、令和５年度第２回しょうぶ会館運営委員会にご出席いた

だきまして誠にありがとうございます。 

この後、その他のところで、報告がありますが、今年の「しょうぶポピーま

つり」は、天候に恵まれ、鮮やかなポピーの花を楽しむことができ、市内外か

ら大勢の方々に訪れていただきました。お陰様で、来園した人数は、昨年度を

上回ることができ、盛況に開催することができました。 

委員の皆様には、改めてお礼申し上げます。 

さて、本日は、令和４年度事業報告について、令和５年度こどもまつりにつ

いて、今後の事業について等をご審議していただくことになっております。委

員の皆様には、引き続きご指導ご支援を賜りますよう、改めてお願い申し上げ

ます。 

結びに、委員の皆様には、時節柄ご自愛いただきますとともに、ますますの

ご健勝、ご活躍をご祈念申し上げご挨拶とさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

それでは、次第の３議題に入りたいと存じます。 

議事の進行につきましては、久喜市しょうぶ会館運営委員会規則第６条第１

項の規定に基づきまして、会長が議長となることとなっておりますので、水島

会長に議長となり議事の進行をお願いしたいと思います。 

水島会長よろしくお願いします。 

 

それでは、議題（１）令和４年度事業報告について、内容をご説明くださ

い。 

 

議題（１）令和４年度事業報告についてご説明します。 

個別事業の、№１さわやかルーム事業から№６４なつかしい遊び広場まで、

年度当初計画した６４事業のうち、３６事業について、主な事業につきまして

事業報告をさせていただきます。 

通年事業である、№１さわやかルーム事業については、足湯、卓球、グラウ

ンドゴルフ事業に参加していただいた方などによる血圧測定や、電動マッサー

ジなどの健康器具の活用をしていただいたことにより、健康増進を図ることが

できました。№９さわやか講座のクラフトかご教室を開催し、作品の制作意欲

を高め、参加者相互の交流を図ることができました。№１４ほほえみクラブ、

№２０ベビーヨガについては、乳幼児を育てる保護者に、育児について保護者

同士の交流の場を提供することができました。菖蒲運動公園を会場としての事

業である、№２３凧あげ体験、№２９クリスマスお楽しみ会、№３０お正月あ

そび、№４３餅つき大会など、引き続き安全に楽しく参加できるよう、実施し

たいと考えております。農園事業についてですが、№５７じゃがいも植えを菖

蒲小学校、ＬＬＣ久喜学園の児童生徒に体験をしていただきました。農園事業

は、種まきや苗植えから収穫まで、水くれや雑草対策などの管理をしていくこ

とや、収穫した野菜を事業で活用できるように検討課題があります。なお、令

和４年度事業では、未実施事業が、１２事業あり、そのうち、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため、事業を中止したものが１０事業、募集したが参加申

し込みがなかった事業が№４４お正月用花飾り教室、講師との調整が合わずに

実施できなかった事業が№４２フラワーアレンジ教室がありました。以上、令

和４年度事業報告について説明とさせていただきます。 

 

ご意見のある方はいらっしゃいますか。 

農園での収穫事業について、今までは何キロ収穫されたのか記載されていた

が、今年の資料には書いてはいないですね。 

 

令和４年度のじゃがいもの収穫ですが、合計で１９９㎏、約２００㎏ありま

した。そのうち、こどもまつりでポテトフライにして提供したものが５０㎏に

なります。 

 

２００㎏採れたと言いますが、何キロくらい植えたのですか。 

 

種類は、北あかりで、種いもを１２㎏植えたところです。１２㎏が２００㎏

になりました。 

 

大体、植えた量の１０倍から１５倍といいますよね。苗植えの量や収穫した
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水島会長 

 

 

 

 

大八木担当主査 

 

 

 

水島会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

量の説明を入れた方がいいですね。産地はどこですとか、どのくらい植える

と、どのくらいの収穫があるよとか。そのような説明がないと分からないと思

います。 

 

 植えた数や量、収穫された量などを資料の中に記載するようにしていきま

す。 

 

他に何かありますか。 

 

事業でコロナ感染の防止のために未実施のものと、防止を図って実施したも

のがありますが、例えば、年齢とか室内、室外とか、やるやらないみたいな判

断基準は何があるのですか。 

 

毎月１回開催されている、ほほえみクラブやベビーヨガは、講師が感染防止

を踏まえた講座を進めていくことができましたが、めばえとかすくすく広場な

ど職員が講師として行っていく事業については、未実施となってしまったもの

がありました。事業実施するしないの基準については、その時その時の状況を

考えて行っておりました。明確に分けて事業を進めているわけではありません

でした。 

 

報告には、例えば、カボチャの収穫などには、昨年は大きいもので５０kg の

カボチャが採れましたとか、今年は６０kg を目指しますなど具体的に載せてい

けば良いと思います。収穫をして、楽しんでもらうことが大切なのです。 

 

植えた量や、収穫量、最高何㎏のものが収穫されたかなど、具体的な数値も

成果と課題の中で、報告していきたいと考えています。 

 

令和４年度月別利用者一覧表について、お願いします。 

 

続きまして、令和４年度月別利用者数一覧表についてご説明します。各月ご

との４月から３月までの合計利用者数ですが、サークル活動①につきまして

は、７，８５０人、隣保館事業②は１，５９６人、児童館③は２，６４４人そ

の他④４，１７３人、この①から④までの合計人数が１６，２６３人、前年度

が１０，６２８人、前年度との比較人数が１５３％の利用率となりまして、そ

の他④のうち児童館事業スタッフが４１人となります。また、児童館③の月別

利用者数内訳ですが、幼児が１６９人、児童・生徒が２，０４９人、保護者等

が１９１人、事業参加人数が２３５人で合計が２，６４４人、前年度が 

１，９８４人、前年度との比較人数が１３３．３％の利用率となり、日平均 

１１人、日数は年間２９５日でした。 

以上が、月別利用者数一覧表についてになります。 

 

旧菖蒲町の人口は、現在どのくらいいるのですか。 

例えば、農業者トレーニングセンターがなくなりました。その利用者は、ど

こに行っているのかなと。旧菖蒲町の人口は２万人を切っているのではない

か。利用者の中には久喜、鷲宮、栗橋地区の人はいますか。 

 

はい。菖蒲地区のサークルが利用登録をしてサークル活動などをしておりま

す。サークルの中には、確認はしていませんが菖蒲地区以外の方がいらっしゃ

るかもしれません。 

 

初めの目的が、近隣地域ということで菖蒲地区の人たちに使ってもらうとい

うことでした。国の指導要領、要綱の中でも、近隣地域はいいですよ、菖蒲町

は近隣地域が全体ですよね。利用にあたっては、しっかりと基準だけは申し合

わせていないと、まわりで言っていることと違ってきてしまいますのでよろし

くお願いします。 

利用者を知ることは、館を知ることです。菖蒲地区の人口は２万人を切って

いる中で、しょうぶ会館の利用者は、年間１万６千人以上の方が利用していま

す。利用率は良い方だと思います。そうやって考えていかないといけないと思

います。児童生徒が段々と減っている中で、これだけの利用者がいるというこ

とは望ましいことなのです。そのため、しょうぶ会館の職員は利用状況を掴ん

でおかないといけません。 

よろしいでしょうか。 
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水島浩之委員 

 

 

次に、議題（２）令和５年度こどもまつりについて（案）について、お願い

します。 

 

次第の（２）令和５年度こどもまつり（案）について、ご説明させていただ

きます。まず、１の開催日時でございます。開催日時は、令和５年８月９日、

水曜日、午後４時から午後６時までを予定しております。また、開催に先立ち

まして、「オープニングイベント」を午後３時４０分から予定しております。

次に２の開催場所でございます。開催場所につきましては、菖蒲運動公園管理

棟、その周辺を使用して実施してまいります。次に３の実施体制でございま

す。今年のこどもまつりの実施体制につきましては、菖蒲小学校児童１０名、

菖蒲中学校生徒３４名、合計４４名の実行委員としょうぶ会館の職員で、当日

の運営を行っていきたいと考えております。次に４のこどもまつりの内容につ

いてございます。先ほどもご説明いたしました「オープニングイベント」につ

きましては、しょうぶ会館の利用団体である「レインボーキッズ」によるダン

スからスタートいたします。各コーナーにつきましては、子どもたちから強い

希望がありました「スーパーボールすくい」、「チョコバナナ」、「フルーツ

飴」の新しいコーナーが３つ、昨年も実施しましたコーナー７つの計１０コー

ナーを設置の予定でございます。また、久喜・幸手地区保護司会菖蒲支部、久

喜地区更生保護女性会菖蒲部会より啓発活動を行いたいとのお話がありました

ので、テントを設けてまいります。なお、こどもまつりのポスター及びチラシ

につきましては、実行委員が制作いたしました。菖蒲地区の幼稚園、保育園、

小中学校、公共施設に配布させていただいております。次に５の実施までの予

定でございます。７月２４日より少しずつではありますが、会場の設営を行っ

ております。また、８月８日の前日準備につきましては、午後３時より実行委

員に会場設営の手伝い等をお願いしております。当日につきましては、午後１

時より準備を開始し、万全の態勢で午後４時の開会を迎えたいと考えておりま

す。なお、しょうぶ会館運営委員の皆様には、ご多忙中とは存じますが、ご高

覧いただきたいと考えております。 

 

質問のある方はいらっしゃいますか。 

 

 午後３時４０分から、オープニングイベントが始まり、午後４時から午後６

時となっているが、児童や生徒が、最後まで関わる時間というのは何時までな

のでしょうか。 

 

 午後７時頃までには、後片づけを終わらせ解散したいと考えております。 

  

 実施コーナーの中のチョコバナナについては。 

 

お祭りの屋台でよくみかけますバナナをチョコレートでコーティングしたイ

メージでございます。子どもたちから要望がありました。今後、試行錯誤を重

ね、皆さんにおいしく食べていただけるよう、これから少ない時間の中で試作

していきます。５００人分を予定しています。 

 

 フルーツ飴については。 

 

フルーツは、冷凍のイチゴやパイナップルなどを考えていまして、それを解

凍して砂糖を水で溶かした飴を絡めるものです。その取扱いが難しく、既製品

の水飴を使ってできないものか、こちらも少ない時間の中で試行錯誤を重ね、

子どもたちの希望どおりとはいけないまでも、提供していきたいと考えており

ます。 

 

次に、ジャガイモはどうですか。 

 

ジャガイモは、昨年度は揚げていました。今年は子どもたちが主体的にやる

ということもあり、油の取り扱いが危険であり、危ないからすべて駄目だとい

うことではないのですが、蒸かしたいもを紙コップに入れて提供していけたら

と考えています。 

 

実際これを見ても、要は、実施までの予定で、前日準備、実行委員は午後３

時からありますが、子供たちがこれで全部把握できるのか。下準備ができてい

るのか。今の話聞いても、水飴で対応しようか、だから試作も、今の段階に
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小沢館長 

 

なってもやっていない。今聞いていても全然見えない状況です。私も昨年は、

委員の１人ではなかったけれども、お手伝いをさせていただいておりますけれ

ど、今年に対しては去年とあまりに違い過ぎると感じています。結局この内容

で見ていると、実行委員をやっている子どもたちの負担がかなり大きいんじゃ

ないかなと思いますが、それは大丈夫ですか。今のこの暑さの中で、子供たち

が役割分担する中で、正直なところ昨年は早々と来てもらいましたが、当日こ

の中で子供たちが今回メインでやるとなるとしたら、ちょっと今の段階で話を

聞いているところでは、あまりに準備がなってないと思います。今回は子ども

たちがメインになって、しょうぶ会館の職員だけが行うというようにやってい

ますが、正直、大丈夫なのかなと思うのですが。 

 

はい。ご指摘いただきましたように、準備が遅れているのは、確かでござい

ます。 

 

遅れているのであれば無理だと思いますよね。時間がないと思いますよ。 

遅れているのであれば、この日にちでできるのかなと思うのです。 

 

今担当の方が申し上げました通り、準備の方は、なかなか進んでないという

ことでございます。しかしながら、８月９日ということで進めさせていただい

ている状況もございますので、担当者を中心に、しょうぶ会館職員が一丸と

なって、事故のないように、子どもたち主体でできるように進めていきたいと

思いますので、よろしくご理解いただきたいと思います。 

 

今、言っているのは、このやる内容ではなくて、このやる内容のものを準備

して子どもたちにやっていただくことが可能かどうかということです。 

物をあてがって、それを子どもたちがやる。それが全部把握できるかどう

か。これはこうだよね、ああだよねって言ったら、実際去年でも、あれだけ子

どもたちに言っても、わからないということが、実際問題、多くありますよ。

結局、この内容だからこれだからできそうだと安易に考えているのではないの

かなと思います。火を使うようなものでも、外での事前の準備があって、今の

暑さの中で、出来そうか試してみましたか。プラ板にしても去年は結局外で

やって暑過ぎたから、結構うまくいかなかった。今回、外でやっても対応でき

るのか、中でやってみたらどうなのかなど、全部試してみていないのはなぜ

か。結局一つ一つの内容を見れば、できるかなっていうようになるけども、そ

れは単発的なもので、全体的には、本当に可能なのかなということです。 

 

実行委員が４４人いますが、役割については、どう考えているのですか。 

 

実行委員の割り振りの方は、事前に子どもたちと相談しながら作らせていた

だいているという状況ではあります。 

 

チョコバナナや、フルーツ飴については、子どもたちがやりたいと言ったこ

とで、作りたいというのがあります。それを大人たちが事前に作っておいてい

いものなのかどうかということです。子どもたちに試作を作らせて、作ること

に対応できるのかどうか、その確認をどうしてしないのですか。今の段階で

やっていないというのは、おかしな話ですねということです。 

 

おっしゃる通りだと思います。実行委員の方では試作はしていないので、す

ぐにでも始めないといけないと思っています。試作をした上で、しっかりとで

きるかどうか確認をしていきたいと考えております。 

 

次回の実行委員会の中で試作をしてみた方が良いと思います。子どもたちに

はやりたいというのがあったのだから、冷蔵庫を会館、運動公園などのものを

貸してあげたりして大人たちが協力してあげるのは良いと思います。試作など

の状況によっては子どもたち主体でできないのであれば、まつりの内容を縮

小、見送るということも必要だと思います。 

人前でやるのが楽しいというのがあるし、子ども達が主体となってまつりを

行うことが良い思い出となるわけです。大人達も協力してやれるところはやっ

ていくということが必要です。 

 

よく精査して、対応していきたいと考えております。 
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こどもまつりは５００人も６００人も参加するのだから、当日は、コーナー

は並んで待っている状態ですので、実行委員の子ども達は焦ったりすると思い

ますが、試作などをして、準備をよろしくお願いします。 

 

他に何かありますか。 

 

運動公園の駐車場が満車になった場合には、駐車場としてメイングラウンド

も開放するのですか。 

 

グラウンドが乾いている状態であれば、駐車場として開放することを考えて

います。 

 

会館職員全員で相談して、意見を出し合って子ども達が上手く出来るように

よろしくお願いします。 

他に、なければ次、議題（３）今後の事業について（案）、よろしくお願い

いたします。 

 

議題（３）今後の事業について、ポピー種まきについて（案）について、ご

説明いたします。１目的 令和６年度の「第２０回しょうぶポピーまつり」の

開催に向けて、会館が管理する農園にポピーの種をまきます。２実施予定日に

ついては、令和５年１０月下旬を予定しております。３実施場所ですが、しょ

うぶ会館農園です。４実施体制は、菖蒲小学校児童、しょうぶ会館運営委員に

ご協力いただき、しょうぶ会館職員等で実施する予定でございます。５参加者

の依頼については、菖蒲小学校に協力依頼をさせていただきますのでよろしく

お願いします。６実施内容について、種まきをする場所にラインカーで印をつ

けるとともに、竹くしで印をつけ、線を引くことで、種まき位置を明確に示す

ようにします。実施するにあたりましては、会館職員による蒔き方の見本を示

します。また、エリアを分け、エリアごとに運営委員・職員による指導を行う

形をとりたいと考えています。 

 以上が、今後の事業について、ポピー種まきについて（案）についての説明

となります。 

 

続きまして、ハロウィン事業（案）について、ご説明させていただきます。 

まず、初めに１の目的でございます。ハロウィン事業につきましては、１０

月３１日のハロウィンに合わせて、イルミネーションや農園で取れたカボチャ

をくり抜いたランタンなどを飾り、地域住民の交流の場を提供するとともにハ

ロウィンのイラストのぬりえやカボチャの重さ当てなどを行い、来場者の交流

を図ることを目的といたします。次に２の実施予定日でございます。実施予定

日は、令和５年１０月上旬から１０月３１日までを予定しております。次に３

の実施場所でございます。実施場所につきましては、菖蒲運動公園を予定して

おります。次に４の実施体制でございます。実施体制につきましては、しょう

ぶ会館の職員において、会場の準備を行っていきたいと考えております。次に

５の参加者の募集方法でございます。参加者の募集方法としましては、ポス

ターを掲示するとともに来園者に声掛けを行ってまいりたいと考えておりま

す。次に６の実施方法です。実施方法としましては、しょうぶ会館の職員で管

理棟及び東側広場にハロウィンのイルムネーションやカボチャのランタンなど

の飾りつけを行い、観覧をしてもらいます。また、ぬりえ会場を設けポスター

による掲示や来園者に声掛けなどをして、ハロウィンのイラストのぬりえをし

てもらったり、カボチャの重さを当てたりするゲームなどを実施する予定でご

ざいます。 

以上が、ハロウィン事業について（案）についての説明となります。 

 

本校児童が、苗植えをさせていただいて、収穫の体験をさせていただいたの

ですが、子供たちの頭の中に、収穫したのはどこ行っちゃったのっていうこと

を結構聞かれました。よかったら、本校に出前授業という形で来ていただい

て、ランタンづくりの講座を開いていただくとか、もっと子供たちに関わらせ

せていただけると嬉しいなと思いました。ランタンが置いてあるのを見て、多

分これらがみんなが取ったものだよって話をしました。是非、関わらせてくだ

さい。よろしくお願いします。 

 

 大きいカボチャなら彫ってみたり、小さいカボチャなら顔のシールをはった

りすると、低学年の子も危なくなく作品作りができます。 
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 公園に来てもらうのか、それとも学校に持って行けば作ってもらえるのかな

ど、打合せできめないと。大きいのをもっていけばよいのか小さいのをもって

いけばよいのかなども。 

 

カボチャは、９月下旬頃になると収穫が始まるので、それに合わせて、菖蒲

小学校での活用をお願いするのと、ハロウィンでの運動公園へ展示していくよ

うにしたいと考えております。 

 

それを学校と打合せをしないと、こうしますよということは言えないでしょ

う。９月下旬に収穫があるのなら、幾つくらい必要か早めに学校と打ち合わせ

をしてください。よろしいでしょうか、館長。 

 

菖蒲小学校と相談させていただき、進めさせていただきます。 

 

続きまして、しょうぶ会館運営委員会視察研修について（案）について、ご

説明させていただきます。１目的といたしまして、会館運営のより一層の充実

を図ることを目的とし、他分野にも広く見識を深めるため、視察研修を実施す

るものです。２日程は、令和６年１月に予定したいと考えております。３交通

は、市バスにて視察地に行きます。４研修参加費でございますが、昼食代程度

を考えております。また、視察場所につきましては、未定でございまして、次

回の運営委員会において、案を提示いたしまして、運営委員の皆様のご意見を

お伺いしたいと存じますがいかがでしょうか。 

以上が、しょうぶ会館運営委員会視察研修について（案）についての説明と

なります。 

 

はい、次の説明もお願いします。 

 

続きまして、しょうぶ会館運営委員会開催予定と主な内容について、ご説明

させていただきます。はじめに、１第３回運営委員会の開催を１０月中旬に予

定したいと考えております。議題としまして、令和４年度決算について、令和

５年度中間報告及び今後の事業についてでございます。次に、２第４回運営委

員会の開催を１１月上旬に予定したいと考えております。議題としまして、

しょうぶ会館運営委員（会長・副会長選任）、久喜市しょうぶ会館運営委員会

規則などについてでございます。次に、３第５回運営委員会の開催を３月下旬

に予定したいと考えております。議題としまして、令和６年度予算及び事業計

画（案）について、２０２４しょうぶポピーまつりについて（案）でございま

す。次に、４その他でございます。カボチャの収穫を９月下旬から始めたいと

考えております。生育状況次第では、早まることも考えられます。落花生の収

穫を１１月下旬、さつまいも収穫を１１月上旬に行いたいと考えております。

じゃがいも植えを２月下旬に行いたいと考えております。農園の事業につきま

しては、収穫時期等に合わせた日程調整等を菖蒲小学校と、ご相談したうえで

事業を進めてまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

 

４その他の説明をおねがいします。 

 

４その他、令和５年度しょうぶポピーまつりについて（報告）します。１

しょうぶポピーまつりの来場者数等について、期間については、令和５年５月

６日（土）～５月３１日（水）までの２６日間、受付をしまして、延べ人数 

２，３７５人の来園者数でした。内容は、ポピーまつりでのお花の観賞です。

開花状況が良好となった５月１０日（水）から１人１袋の花摘みを開始いたし

ました。５月１３日（土）には、イベントを開催し、甘酒コーナー、綿菓子機

の設置をしたところでございます。２ 成果についてですが、（１）ポピーの

開花が例年よりも早く、昨年はポピーまつり開催時には、ほとんど花が咲いて

いませんでしたが、今年は予定していたよりも早く花摘みを開始したことによ

り、来園した方に喜んでいただくことができました。（２） 倒れないように

養生を早めにしたため、花を長持ちさせることができました。（３）会館及び

公園管理棟にポスターを掲示しましたので、多くの方に来園していただくこと

ができました。また、埼玉新聞の記事を見て市外からの来園者も多数ありまし

た。（４）今年も「見晴しステージ」が好評で、観賞、写真撮影など多くの来

園者に喜んでいただくことができました。３課題についてですが、（１）ポ
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ピーの栽培についてポピーまつり期間に、ポピーの生育を合わせために、冬場

に水やり等をして管理していくようにしたいと考えております。（２）草取り

の管理を早めに始めていくことを考えています。（３）開花状況について、こ

まめにホームページ等でお知らせをしていくことを検討する必要があると考え

ております。 

以上が令和５年度しょうぶポピーまつりの報告となります。 

 

 こどもまつりのポスターには、オープニングが行われることが書かれていな

いのですが。 

 

児童、生徒へ配布したチラシの方には、入っていないのですが、ポスターの

方に下帯という形でオープニングの時間を掲載させていただきます。 

 

わかりました。 

その他、ありますか。 

 

今年度、しょうぶ会館の改修工事の設計が予定されております。その設計業

者が、来月８月中に決定いたしますので、その決定後に、業者と打合せの中

で、いろいろ話が出ると思いますので、運営委員さんや利用者の方の意見を聞

きまして、改修の方の内容に反映させていければと考えておりますので、ご意

見の方がございましたら、後程でもよろしいので、私、青木の方にご連絡いた

だければと思っております。以上でございます。 

 

改修について。何かご意見がありますか。 

 

しょうぶ会館の脇の道路の歩道が一部切れてしまっているが、歩道が繋がる

ような改修計画を考えているのでしょうか。 

 

今年度の計画につきましては、道路が一部切れてしまっているため、歩道が

整備できるよう、しょうぶ会館の一部を壊させていただきまして、歩道ができ

るような設計を考えています。 

 

歩道が付くと反対側に歩道がないため、横断歩道はどこにできますか。２階

のさわやかルームは１階に持ってくるのでしょう。エレベーターは基本的に設

置しないといけないのは、３階からでしょう。屋根を剝がすなら太陽光をつけ

るのかどうか。自分たちで補助を賄うのかなど、いろいろ考えてやっていかな

いとなりません。国が承諾するまで最低３年はかかります。国の厚生労働省援

護局も援護するか分かりません。なぜかというと、今までは余っていたお金

を、コロナ対策やマイナンバー制度に使ってしまったからです。４分の３補助

金が出るのだから、はっきりしたものを持って行かないと動かなくなってしま

います。よく考えてください。 

他に何かご意見はありますか。 

 

ホール脇の空き地は使うのですか。歩道の部分が削られた分は、空き地の方

に広げるということなのかどうかということです。 

 

今、会長からいろいろお話がございましたけども、今回改修を行うというこ

とで設計を組んでいるわけですが、今、歩道を確保するために、小ホールの後

側を削らせていただく考えがあるということでお話をさせてもらいました。そ

の部分につきましては、このしょうぶ会館北側の土地を購入したと言うことも

ありますので、こちらの土地の方に増築ということでも考えております。さら

に、先ほど、２階のさわやかルームの関係のお話がありましたけども、高齢化

も進んでいるということで、１階に移したいという考えもあります。また、屋

根も昨年度の劣化度調査でも、劣化が進んでいてということで、これも対応し

なければならない。これに合わせて、今後も、福祉避難所でもありますので、

例えば電気が切れないように、改修の際には、ソーラーを乗せて非常用電源設

備というところも含めた考えがありまして、そういう部分は進めていきたいな

と思っております。 

 

しょうぶ会館は、福祉避難所となっているが、なぜ備蓄資料がないのです

か。最低限の備蓄資料を置くべきではないでしょうか。障がい者の避難所にも

なっています。電気が付くところ、水、食料があるところに避難させる。そう
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小沢館長 
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いうところまで考えて設計はやってみるものでしょう。 

 

改修するのであるなら、今は、そこまでやらなければいけない時代だと思い

ます。 

 

ご意見ありがとうございます。今いただいたお話も含めて、しっかり考えて

進めてまいりたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 

そのときには４分の３という補助金があるのだから、２億円かかっても役所

が持つのは５，０００万です。そういうことをいろいろ考えて勉強して、本を

よく読まないと。やっぱり早めに手を挙げていかないといけないです。よろし

くお願いします。次回には、運営委員の皆さん方からも考えてご意見を出るよ

うにしておいてください。 

よろしいでしょうか。事務局お願いします。 

 

次回の第３回しょうぶ会館運営委員会は、１０月の中旬というお話をさせて

もらったと思うんですが、大まかな日程のご相談をさせていただけるとありが

たいのですが。ご都合等はいかがでしょうか。事務局案として、１６日の週、

もしくは２３日の週で考えております。 

 

１０月１６日か１７日のどちらかで考えてみればよいのではないですか。 

 

１０月１７日火曜日で、皆様いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 

 それでは、次回の第３回運営委員会は１０月１７日火曜日午前１０時３０分

ということでお願いします。 

 

今年度、１０月に運営委員会ということになっておりますが、委員皆様の任

期が１０月末で満了ということになります。１１月に改めて委嘱となります。

引き続き委員の皆様には、運営委員ということで、よろしくお願いをしたいと

思います。 

事業の関係なのですが１つ、ご報告があります。 

コロナの前には、カラオケの事業をさせていただいておりました。しょうぶ

会館では、昨年、アンケートをとらせていただきまして、カラオケの希望が多

かったということがございます。また、コロナも５類に変更され、他の施設で

もカラオケを再開しているような状況を聞いておりまして、８月から火曜日の

午前中に、試験的に始めさせていただいて、その状況を見ながら、その後、

しっかり事業計画を作成し進めさせてもらおうと考えております。ご意見がも

しあれば、いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 

はい、わかりました。 

 

それでは、試験的にカラオケ事業を進めさせていただきたいと思いますので

よろしくお願いします。私の方からは以上となります。 

 

議事については、終わりました。ここで皆様から特にご意見等がなければ、

閉会させてもらいますが、ご意見等はございますでしょうか。大丈夫でしょう

か。 

次第５閉会ございます。閉会のご挨拶を内田副会長よりお願いします。 

 

皆様、慎重審議ありがとうございました。特にこどもまつりにつきまして

は、菖蒲地区の子供たちが楽しみにしておりますので、是非、盛り上がったま

つりになればなというように思います。大変暑い日が続いておりますので、皆

様、お体に気をつけていただければというように思います。 

以上で、第２回しょうぶ会館運営委員会の方を終了します。 

本当にありがとうございました。 

 

 
 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。 

 

  令和 ５ 年 ８ 月  ２４  日 

 

 

            石 井  宏   
 

 

            木 村  栄   

 (注)特に署名等を要しない審議会等については、事務局名を記入する。 


